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［目的］
協議会は、「防災拠点」に係る上青山

地区地域と住民に必要な諸活動を推進す
ることにより地域住民のための住みよい
地域社会を築くことを目的とする。

［設立趣旨（概要）］
先人が残してくれた上青山地域を後世に誇れる
地域にして『これからの子供達に残したい』



都市計画の決定手続きフロー

令和5年3月4日(土)説明会資料

（公聴会の開催等）

第十六条

都道府県又は市町村は、次項の

規定による場合を除くほか、都市

計画の案を作成しようとする場合

において必要があると認めるとき

は、公聴会の開催等住民の意見

を反映させるために必要な措置を

講ずるものとする。
意見交換会
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平成16年12月21日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第2項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき

事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法について必要な事項を定めるものとする。

(地区計画等の原案の提示方法)

第2条 地区計画等の原案の提示は、次の各号に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日から2週間公

衆の縦覧に供して行うものとする。

(1) 地区計画等の種類、名称、位置、区域及び面積

(2) 縦覧場所

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第3条 地区計画等の原案に対する意見の提出は、前条の公告の日から3週間以内に意見書を町長に提出して行うもの
とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

○豊山町地区計画等の原案の提示方法及び意見の提出方法に関する条例





「豊山町避難所・賑わい施設基本コンセプト（案）」 3.3.2配置方針 方針2には「地域住民が避難しやすいように敷地外からア

リーナ施設にアクセスするための歩行者動線の整備を行います。」とありますが、方針3の説明図（図表3.2）を見ると、

徒歩で来場する人の歩行者動線は示されておりません。自動車での来場者に配慮された動線になっております。

臨空第２公園は近隣公園として整備することになっております。

近隣公園とは主として近隣に居住する者の利用に供することを

目的とする公園で近隣住区当たり１箇所を

誘致距離500mの範囲内で１箇所当たり面積２haを標準として

配置する。規定されています。

この条文からも臨空第２公園は徒歩による来場者に

配慮された公園であるべきだと考えます。

豊山町避難所・賑わい施設基本コンセプト (案)



2022年11月25日に公告を行った「愛知県基幹的広域防災拠点整備等事業」について、すべての入

札参加表明者より入札辞退届が提出されたため、入札不調となりました。
今後については、対応を検討しお知らせします。
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『大いなる力には、
大いなる責任が伴う』

映画・・・スパイダーマンより
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ありがとうございます
上青山地区防災拠点連絡協議会
代表幹事

井上春夫
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